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一

○
告
　
　
　
　
　
示

大
分
県
告
示
第
四
百
七
十
二
号

　
大
分
県
税
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
大
分
県
条
例
第
四
十
五
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
第
十
二
条
第

二
項
の
規
定
に
よ
り
、
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
又

は
条
例
に
定
め
る
申
告
、
申
請
、
請
求
そ
の
他
書
類
の
提
出
（
審
査
請
求
に
関
す
る
も
の
を
除
く
。
）
又
は

納
付
若
し
く
は
納
入
に
関
す
る
期
限
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
地
域
に
住
所
又
は
居
所
（
納
税
者
が
法
人
等
で

あ
る
場
合
は
、
法
人
税
に
係
る
納
税
地
（
本
店
又
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
以
外
を
納
税
地
と
指
定
さ
れ

て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
本
店
又
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
含
む
。
）
）
を
有
す
る
納
税
者
又

は
特
別
徴
収
義
務
者
に
係
る
も
の
で
、
そ
の
期
限
が
平
成
三
十
年
七
月
五
日
以
降
に
到
来
す
る
も
の
に
つ
い

て
は
、
条
例
第
二
十
一
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
課
す
る
個
人
の
県
民
税
、
条
例
第
四

十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
申
告
納
付
す
べ
き
自
動
車
取
得
税
、
法
第
百
五
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

課
す
る
自
動
車
税
並
び
に
条
例
第
百
八
条
の
規
定
に
よ
り
課
す
る
狩
猟
税
を
除
き
、
そ
の
期
限
を
別
途
告
示

で
定
め
る
期
日
ま
で
延
長
す
る
。

県
名

指
定
地
域

岡
山
県
　
　

岡
山
市
北
区
、
岡
山
市
東
区
、
倉
敷
市
真
備
町
、
笠
岡
市
、
井
原
市
、
総
社
市
、
高

梁
市
、
小
田
郡
矢
掛
町

広
島
県
　
　

広
島
市
安
芸
区
、
呉
市
、
竹
原
市
、
三
原
市
、
尾
道
市
、
東
広
島
市
、
江
田
島
市
、

安
芸
郡
府
中
町
、
安
芸
郡
海
田
町
、
安
芸
郡
熊
野
町
、
安
芸
郡
坂
町

山
口
県
　
　

岩
国
市
周
東
町

毎
週
　
火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）
　
発
行
人
　
大
　
分
　
県
　
　
編
集
　
㈱
イ
ン
タ
ー
プ
リ
ン
ツ
　
　
（
定
価
　
一
箇
年
　
三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

六
〇

愛
媛
県
　
　

宇
和
島
市
、
大
洲
市
、
西
予
市
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